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平成２７年度 事業計画書 

 

安倍政権発足時より政府が積極的に取り組んでいる成長戦略であるアベノミ

クスは、「３本の矢」と呼ばれる経済政策の成果により実現すると言われており

ます。既に第一の矢の金融政策、第二の矢の財政政策の矢が放たれ、一定の成果

を上げておりまして、いよいよ第三の矢である民間投資を喚起する成長戦略の成

果が期待されているところですが、この３本目の矢の成長戦略の根幹を成してい

るのが、研究開発・イノベーションの創出促進であります。昨年は青色発光ダイ

オードの発明と実用化による功績が評価され、３名の研究者がノーベル物理学賞

を受賞するなど、日本の科学技術の水準が世界レベルにあることが証明されまし

たが、この優れた研究開発やイノベーションによる知的財産を成長戦略に活かし

ていくことこそが、アベノミクスの経済政策実現の鍵を握ると言っても過言では

ないと思われます。大阪におきましても成長戦略のシンボルである「関西イノベ

ーション国際戦略総合特区」において主に医療分野における計画の具体化が徐々

に進められておりますが、今後も大阪を中心とした先進的な研究開発による新た

な価値の創出策が期待されるところです。 

 

そこで、大阪発明協会は、当協会を取り巻く状況と時代のニーズに対応し、関

係官庁・関係諸団体の協力を得て、発明の奨励振興や青少年の創造性育成、知的

財産専門人材の育成をはじめとした知的財産制度の普及啓蒙を図り、新産業の創

出、新技術開発の支援等、近畿地域の再生と活性化に向けた諸事業を推進するた

めに、本年度事業の重点を次の通りといたします。 

 

１．国や各地方自治体、公的機関等との連携のもと、発明表彰事業をはじめ

とした発明奨励振興事業の啓発活動を推進する。 

２．少年少女発明クラブの活動や発明くふう展等の青少年の創造性育成事業

を通じて、若年層における知的財産教育活動を積極的に支援、推進する。 

３．国や各地方自治体、公的機関等と知的財産権制度普及事業での連携を図

り、本制度の普及・啓発活動を推進する。また、中小・ベンチャー企業等

の知的財産に関する基盤整備に積極的に協力するとともに交流を図る。 

４．近畿経済産業局の特許等取得活用支援事業を受託することにより、知財

総合支援窓口を設置し、中小企業等が抱える知的財産に関する悩みや課題

の支援を行う。 

５．会員にとって有益な自主事業を積極的に展開し会員サービスの向上に一

層努めることで、会員の増強を図り組織基盤の強化に努める。 

６．産官学連携の橋渡し役として国立大学法人大阪大学をはじめとした近畿

地区の大学との連携を図る。また、近畿地域発明協会との連携を重視し、緊

密な協力体制の構築を図る。 
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（１）発明奨励振興事業 

 

①大阪優秀発明表彰等の表彰 

(A)大阪優秀発明大賞 

優秀な発明をし、科学技術の確立に寄与した功績の方々を表彰する。 

（B）大阪チャレンジ発明賞 

優秀な発明をして科学技術の進歩発展に寄与した中堅・中小企業所属の発

明者を表彰する。 

 

②近畿地方発明表彰（発明協会連携事業） 

近畿地方における優秀な特許・実用新案・意匠を完成された方々、発明等の

実施化に尽力された方々、また、発明等の指導・奨励・育成に多大の貢献をさ

れた方々を推薦し表彰する。本年度においては、大阪発明協会が担当地域協会

として、表彰式を行うとともに、受賞者懇親会を開催する。 

 

③全国発明表彰（発明協会連携事業） 

皇室の発明奨励に対する特別の思召により毎年御下賜金を拝受し、その御趣

旨に添うため、とくに功績顕著な発明者に恩賜発明賞を贈呈し、併せて優れた

発明の完成者、その実施者および発明奨励に関する功労者を表彰するために、

候補者を推薦する。 

 

④叙勲、褒章等への推薦（発明協会連携事業） 

科学技術の振興と発明の奨励、創意の昂揚に貢献した方々を顕彰するために、

候補者を推薦する。 

 

・ 叙勲 

・ 褒章 (黄綬、紫綬、藍綬、紺綬) 

・ 文部科学大臣表彰 (科学技術賞、若手科学者賞、創意工夫功労者賞) 

・ 経済産業大臣表彰、特許庁長官表彰 

 

⑤大阪府知事表彰への推薦 

地域産業の発展と社会文化・生活の向上に貢献した功労者・発明者等を顕

彰するために、候補者を推薦する。 

・発明実施功労者、発明功績者、新技術開発功労者、技術改善功労者表彰 
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（２） 青少年創造性開発育成事業 

 

①大阪府生徒児童発明くふう展 

次代を担う生徒児童が発明に取り組み、創意工夫を凝らすことにより科学技

術に対する関心を高めることを目的として大阪府下の小・中・高等学校の生

徒・児童を対象に、毎日新聞社との共催により開催する。 

 

②全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会 

  大阪府の少年少女に、ものづくりの楽しさ、チームワークの大切さを体験さ

せ、柔軟なアイデアや、豊かな発想力を引き出し課題に対する問題解決能力を

高め、自ら考え行動するチャレンジ精神を育成するとともに、地区大会を開催

し成績優秀者を顕彰し、全国大会へ推薦することにより、発明創造に対する関

心を高めその重要性を認識させ次世代を担う青少年の発想力と具現力を育成

し、未来を切り開く意識を醸成することを目的として開催する。 

 

③少年少女発明クラブ 

  大阪府内における交野市・東大阪市・大阪市森之宮・大阪市生野の各少年少

女発明クラブ活動を支援する（大阪市日本橋は今年度より休部）。 

 

④公益社団法人発明協会主催展覧会への推薦（発明協会連携事業） 

   公益社団法人発明協会が主催する各種展覧会に対して候補者を募集し、推薦

する。 

   ・全日本学生児童発明くふう展 

   ・未来の科学の夢絵画展 

 

（３）知的財産権制度普及事業 

 

①大阪発明協会知的財産セミナーの開催 

一般社団法人発明推進協会及び近県の地域発明協会、知的財産関連団体との

連携を図り、知的財産権に関する研修講座を定期的かつ継続的に開催し、知的

財産権に関する専門知識ならびにその実務の習得などを目的とし知的財産専

門人材の育成に努める。 

 

②特許庁主催説明会への実施協力（特許庁委託事業・発明推進協会連携事業） 

初心者並びに実務者向け等の特許庁主催知的財産権制度説明会への実施協

力を行う。 
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（４）特許等取得活用支援事業の実施（近畿経済産業局委託事業） 

知的財産を活用していない中小企業等の知的財産マインドの発掘を行うた

め、大阪発明協会に窓口として「知財総合支援窓口」を設置、専門の人材を配

置することとし、中小企業等が抱える知的財産権に関する悩みや課題をワンス

トップで解決できる支援を行うとともに、中小企業等が企業経営の中でノウハ

ウも含めた知的財産活動を円滑にできる体制を整備し、アイデア段階から事業

展開までの一貫した支援を行う。 

これによって、より多くの中小企業等の知的財産活用・事業化促進につなげ、

地域の活性化、ひいては我が国産業の国際競争力の強化を図ることを目的とし 

 

て、特許等取得活用支援事業を受託し実施する。 

 

（主な支援） 

Ⅰ．窓口においてその場で適切な解決方策を判断・遂行する支援 

  Ⅱ．適切な知財専門家を活用して共同で行う支援 

Ⅲ．中小企業等に直接訪問する支援 

 

（５）一般事業 

①会員交流会 

 会員が参考になるような情報が無料で得られる機会を提供することを目

的として、１つのテーマに基づき活発な情報交換を行う会員交流会を開催

する。 

 

②会員向け無料セミナー・企業見学会＆講演会 

会員の知識向上と会員同士の親睦の機会を提供することを目的として、会員

向け無料セミナー及び企業見学会・講演会を開催する。 

 

③会員向け勉強会 

会員を対象に、知財に関する実務上の注意点等を議論し合うことを目的とし

た勉強会を不定期に開催する。 

 

④新年交歓会の開催 

 新年交歓会を開催して、会員相互の親睦を図ると共に、組織の強化に資する。 

 

⑤ホームページ、メールサービス等による情報提供 

 ホームページを質量共に充実させるとともに、メールサービス等各種情報発

信媒体を利用し、協会事業を広く一般に周知することで、新規会員の獲得に資

する。 
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⑥機関誌の発行 

会員のために大阪発明協会の機関誌「企業と発明Lite」を発行し内容を充実

させることにより、知的財産権に関する情報及び参考資料を迅速に提供し、会

員との連帯を図る。 

 

（６）特許情報サービス事業 

中小・ベンチャー企業に対し特許情報の有用性の認知と利用促進を図るため、

各自治体との連携強化を図り、特許情報の普及啓発活動を推進する。 

 

①特許公報類、出願書類（包袋書類）等の複写サービス 

内外国公報類のほか、原簿謄本、出願書類（包袋書類）、知的財産権関係文

献等の複写サービスを実施するとともに、内外国公報類ならびに出願書類（包

袋書類）においてユーザーニーズにマッチした電子納品（ＰＤＦ納品）サービ

スのＰＲ及び質的向上に努める。 

 

②特許印紙の普及と販売 

   知的財産権制度普及と関連して、特許印紙の販売を行う。 

 

③翻訳サービス 

   企業等の国際出願戦略におけるユーザーニーズに対応したきめ細かな翻訳

サービスのＰＲ及び質的向上に努める。 

 

④知的財産権関係図書の販売（発明推進協会連携事業） 

   知的財産権情報提供の一環として、発明推進協会発行の知的財産権に関する

刊行物の販売に努める。 

 

⑤発明推進協会事業との連携・実施協力 

   一般社団法人発明推進協会が提供する知的財産ワンストップサービス（先行

技術調査・パテントマップ作成・オーダーメイド研修・専門家派遣サービス等）

や、公開技報・判決速報等Ｗｅｂサービス等のＰＲ及び普及に努める。 

 

 

 

以 上 

 



（単位：千円）
科　　目 予　算　額 前年度予算 増　減 備　考

Ⅰ　事業活動収支の部
 １．事業活動収入
（１）会費収入 27,120 27,140 ▲ 20
（２）事業収入
　　①発明奨励事業収入 1,650 1,000 650 地方表彰助成

　　②発明振興事業収入 650 990 ▲ 340
　　③特許制度普及事業収入 6,500 7,200 ▲ 700
　　④情報サービス事業収入 11,000 13,250 ▲ 2,250 売上減

（３）補助金等収入
　　①大阪府補助金事業収入 0 0 0
　　②特許庁受託事業収入（近経局） 60,000 60,090 ▲ 90
　　③特許庁請負事業 1,000 910 90
　　④近畿経済局請負事業収入 0 0 0
（４）その他事業収入 1,275 0 1,275 地方表彰会費

（５）寄付金収入 0 0 0
（６）雑収入 　
　　①受取利息 0 0 0
　　②雑収入 0 0 0

事業活動収入合計 109,195 110,580 ▲ 1,385
 ２．事業活動支出
（1）事業費支出

　　　①発明奨励事業支出 4,803 2,750 2,053 地方表彰支出

　　　②発明振興事業支出 3,830 3,630 200
　　　③特許制度普及事業支出 4,200 4,090 110
　　　④情報サービス事業支出 7,800 9,220 ▲ 1,420
（2）補助金等支出

　　　①特許庁受託事業支出（近経局） 55,000 54,430 570
　　　②特許庁請負事業支出 100 310 ▲ 210
　　　③近畿経済局請負事業支出 0 0 0
（3）管理費支出

　　　①人件費 23,022 23,290 ▲ 268
　　　②事務費 9,677 11,770 ▲ 2,093 賃借：委託事業

事業活動支出合計 108,432 109,490 ▲ 1,058
事業活動収支差額 763 1,090 ▲ 327

Ⅱ　投資活動収支の部
 １．投資活動収入 380 380
　（1）寄付金取崩収入 380 380
 ２．投資活動支出 270 0
　（２）固定資産支出 270

投資活動収支差額 110 380
当期収支差額 873 1,470

次期繰越収支差額 52,386 49,163

収　支　予　算　書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
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